
このことについては、下記のとおりです。

1.

2.

3.

4.

　契約条項第８条に記載のとおりです。

料金計算について
電力量料金の計算方法はそれぞれの時間帯区分
毎に契約単価を乗じ小数点以下切り捨てした
後、合算するという認識でよろしいでしょうか

　計量された売払電力量にそれぞれ時間帯料金区
分ごとの契約単価を乗じ、合算した後に、1円未
満の端数がある場合は切り捨てます。
　詳しくは、契約条項第10条を参照してくださ
い。

設備工事について
契約期間内に受注者負担の設備工事の予定はご
ざいますか。

契約保証金免除について
公告内 8.入札に関する注意事項 (5)契約保証
金 2.次のいずれかに該当するとき、または500
万円未満の契約をするときは、契約保証金の納
付の全部、または一部を免除する。
・過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は
地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
契約を2回以上にわたって締結し、これらをす
べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこ
ととなるおそれがないと認められるとき。
と記載がございますが、過去に同様の実績が2
件あった場合、全額の免除という認識でよろし
いでしょうか
また一部のみ免除になる場合はどのような場合
でしょうか

　お見込みのとおりです。
　入札公告の公告事項8.入札に関する注意事項
(5)契約保証金 2.のいずれかに該当する場合は、
全額免除となります。

記

質 問 事 項 回 答 事 項

入札公告　８.入札に関する注意事項（５）契
約保証金２.一部免除について
「過去2年の間に国（公社、公団を含む。）又
は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす
る契約を2回以上にわたって締結し、これらを
すべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しない
こととなるおそれがないと認められるとき。」
とありますが、免除対象となるか入札前に事前
にご確認いただくことは可能でしょうか。
また、免除していただくにあたり、必要な提出
書類等はございますでしょうか。

　入札後審査方式の入札であり、また本質問回答
後は、個別に質問に回答することが出来ないた
め、事前の確認はできません。
　契約保証金の免除にあたり、確認に必要な書類
の詳細は別紙1のとおりです。

質問回答書

公 告 番 号 春日部市告示第５４９号
件 名 春日部市環境センター余剰電力売払



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 契約保証金について銀行保証書での納付は可能
でしょうか。
また、可能な場合、発行までに２週間ほどお時
間いただくことは可能でしょうか。

　入札公告の公告事項8.入札に関する注意事項
(5)契約保証金、および売払契約約款第3条に記載
のとおりです。
　納付までの期間については、対応可能です。落
札者決定後に契約保証の方法について確認を行い
ますのでその際に担当者へ伝えてください。

契約保証金の免除に関する記載の中で、「種類
及び規模をほぼ同じくする契約を2回 以上にわ
たって締結し、これらを全て誠実に履行したこ
とを証明する書面を提出」という表現がありま
すが、履行したことを証明する書面とは、具体
的にはどういった書面が該当するのでしょう
か。

　別紙1を参照してください。

契約保証金の免除に関する記載の中で、「種類
及び規模をほぼ同じくする契約」という表現が
ありますが、こちらについて具体的な基準はご
ざいますでしょうか。

　種類は電力の売払いであること、規模は春日部
市の売払予定量と同程度以上であるかを確認しま
す。

容量市場について
容量市場に参入していますか。されている場合
何電源で登録されていますでしょうか。

　容量市場には参入していません。

通知書類の押印について(契約後)
契約後に毎月お送りする計量値のお知らせ等の
提出資料について
電子印の会社印(角印)を使用しての提出でもよ
ろしいでしょうか。

　契約条項第６条の通知に関しては、電子印の会
社印(角印)で問題ありません。請求に関しては、
代表者印を使用してください。

納入通知書の送付について
契約条項　第11条の第1項に速やかに請求する
旨記載ありますが、納入通知書の送付はいつ頃
を予定しておりますか

　契約条項第５条第２項による通知を受けてか
ら、一週間程度での送付を予定しています。

発電計画について
発電計画は、月間(週ごとの平日・休日、8時か
ら22時とそれ以外の時間帯における最大および
最小電力※1時間の平均kW)、年間(月ごとの平
日・休日、8時から22時とそれ以外の時間帯に
おける最大および最小電力※1時間の平均kW)で
ご提出いただくことは可能でしょうか。

　契約条項第20条に基づき協議とします。

質 問 事 項 回 答 事 項



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

質 問 事 項 回 答 事 項

銀行保証書で納付する場合、事前にメールで保
証内容をご確認いただくことは可能でしょう
か。

　可能です。

ホームページに「落札候補者となった業者に対
して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書
類の提出を求める」と記載がございますが、書
類の提出の期日などはございますでしょうか。
また、契約保証金の免除申請書類の提出も前述
の時機でしょうか。

　落札候補者が決定した日から起算して２開庁日
後の午後３時を予定しています。
　契約保証金の免除申請書類の提出も同様です。

落札者となった場合、契約締結日や契約保証金
の納付期日などは協議により決定する認識でよ
ろしいでしょうか。

　契約締結日は、令和7年12月19日(金)を予定し
ています。
　契約保証金は、契約の締結の日までに納付いた
だく必要があります。

「落札者が決定したら、指示のあった日時に春
日部市役所廃棄物対策課環境センター窓口へお
越しください。」との記載がホームページにあ
りますが、実際に貴庁へ訪問するという認識で
よろしいでしょうか。また、訪問の目的をお伺
いしてもよろしいでしょうか。

　提出書類の案内や契約書のやり取りのためにな
ります。メール等のやり取りで済む場合は、窓口
へお越しいただかないことも可能です。

契約条項（同意書等の提出）第25条について、
提出書類の配布はいつ頃になりますでしょう
か。

　落札者決定後に送付します。

運用申合書又は連絡体制表を締結することは可
能でしょうか。

　可能です。運用申合書に関しては、契約条項第
20条を参照してください。

現在の契約者様と契約単価をご教示いただけま
すでしょうか。

　令和7年度の契約先は、春日部市公式ホーム
ページ、春日部市役所3階市政情報室、庄和総合
支所2階市政情報室において公表しているとおり
です。
　契約単価については公表していません。

春日部市公式ホームページ（廃棄物対策課：【令
和6年8月16日告示 第482号】春日部市環境セン
ター余剰電力売払の結果公表）
https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke
/nyusatsu_keiyaku/nyusatsukekkaichiran/10_1/
28191.html

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke


19.

20.

21.

22.

23.

24.

発電計画について、提出いただくフォーマット
は30分値（48ｺﾏ）の計画で提出いただける認識
でよろしいでしょうか。
また、発電計画変更の際には変更内容をメール
にて送っていただくことは可能でしょうか。

　契約条項第20条に基づき協議とします。

契約条項（料金）第10条（１）について、電力
量料金の算出方法について群しくご教示いただ
けますでしょうか。

　契約条項第10条のとおりです。

令和５・６・７年度の時間帯別送電実績データ
をExcelでご提供いただくことは可能でしょう
か。

　別紙2、別紙3、別紙4を参照してください。

中封筒と外封筒について、中封筒には割印を
し、外封筒には割印の必要はないという認識で
よろしいでしょうか。
また、入札書と内訳書はホチキス止めや割印の
ご指定等はございますでしょうか。

　お見込みのとおりです。
　入札書と内訳書をホチキス止めや割印する必要
はありません。詳細は、入札公告の公告事項3.入
札手続きに関する関係書類の「入札書の封入方
法」を参照してください。

質 問 事 項 回 答 事 項

発電側課金について、発注者様の負担との記載
がありますが電力料金との相殺は実施せず、受
注者より別途請求書を毎月発行しご入金いただ
くようになりますでしょうか。

　特記仕様書８のとおりです。

発電側課金の支払いにあたり、「受給期間の開
始の前に相手方登録申請書を提出しなければな
らない」と記載がございますが、相手方登録申
請書は貴庁の様式をご提供いただけるという認
識でよろしいでしょうか。
また、相手方登録申請書の提出期限について受
給期間の開始前であれば提出の時機はいつでも
よろしいでしょうか。

　相手方登録申請書は、春日部市公式ホームペー
ジに掲載されています。詳細は春日部市公式ホー
ムページを確認してください。
　発電側課金を受注者へ支払うために必要である
ため、請求前に手続きを完了してください。

春日部市公式ホームページ（相手方（債権者）登
録）
https://www.city.kasukabe.lg.jp/shiseijoho/s
uito/7339.html

https://www.city.kasukabe.lg.jp/shiseijoho/s


25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

質 問 事 項 回 答 事 項

契約書の内容について、落札後の協議には応じ
ていただけますでしょうか。
（加筆・修正等）

　協議は不可とします。

契約条項の第4条ですが、親会社保証でも問題
ないでしょうか。

　親会社保証は認められません。

第14条ですが、この条項は、TSO側との、発電
側課金の代理回収業務委託契約を禁ずる(TSOか
らの代理回収受託収入を禁ずる)条項でしょう
か。

　発電側課金の代理回収業務委託契約を禁ずる条
項ではありません。

契約条項の第8条ですが、来年度中に計量器の
交換予定はございますか。

　令和８年度中に計量器の交換予定はありませ
ん。

契約した際になりますが、契約条項の第25条の
「取引状況確認書」ですが、必要情報のイメー
ジがつかないので、詳細な内容か、書類があれ
ばご教示いただきたいです。

取引状況確認書の内容は以下のとおりです。
・本案件以外に春日部市から支払いを受ける権利
を有する契約の有無
・上記契約がある場合、所管課、契約名、契約金
額、履行期間、契約日

毎月の支払については振込での対応は可能で
しょうか。
または納付書払い必須となりますでしょうか。
窓口納付が必要な場合、指定銀行に三井住友銀
行はありますでしょうか。
※収納契約の有無についてお知らせください。
　2026年1月以降取次での支払対応が不可にな
るため対応ができません。

　振込での納入も可能です。
　金融機関によっては納付書を使用した窓口納付
が利用できません。詳細は春日部市公式ホーム
ページを確認してください。

春日部市公式ホームページ（指定金融機関と収納
代理金融機関）
https://www.city.kasukabe.lg.jp/shiseijoho/s
uito/7341.html

契約保証金免除にかかる資料の提出については
落札後となりますでしょうか。
（履行実績の提示）

　落札候補者が決定してからの提出となります。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/shiseijoho/s


32.

33.

34.

質 問 事 項 回 答 事 項

入札書　３金額に記載する金額は税込、税抜ど
ちらの金額を記載すべきでしょうか。入札書の
記載例には「内訳書の合計金額欄と同じ金額を
記入すること」と記載がございますが内訳書は
税抜と明記されております。一方、入札書の注
意事項には「見積もった契約希望金額の 110
分の１００に相当する金額を入札書に記載して
ください」と記載されており、矛盾しているよ
うに見えます。

　入札書には、消費税及び地方消費税を除いた金
額を記載してください。

第15条ですが、発電側課金の検討では、【経産
省電取委】発電側課金の発電者向け説明資料
_setにおいて、「その代理回収にあたっては、
円滑な制度運用の観点から、発電者より発電BG
の代表者に支払う発電側課金相 当額と発電BG
の代表者より発電者に支払う電力買取に係る債
務を相殺できることとされております。」と
なっておりますが、相殺について協議は可能で
しょうか。

　協議は不可とします。

※質問事項は、原文のとおり記載しております。

以上

容量市場に参加していますでしょうか。また仮
に参加していた場合、容量市場収入の事業者へ
の還元はありますでしょうか。

　質問6.の回答を参照してください。


